
三次河川国道事務所 日 時 平成２９年１２月２５日（月）

記者発表・資料配付 １３時５０分

件 名 中国横断自動車道尾道松江線（尾道自動車道）の法面

変状による通行止めについて

島根県政記者会 広島県政記者クラブ

発 表 先 三次市記者クラブ 三原新聞記者クラブ 尾道市記者クラブ

福山市政記者クラブ 府中市役所記者クラブ

三次河川国道事務所 道路情報 第２報

中国横断自動車道尾道松江線（尾道自動車道）の吉舎ＩＣの下り側オフランプについて

は、法面変状が確認されたため、１２月２１日（木）１６時４５分から通行止めとしています。

引き続き、応急対策のため、下記のとおり、本線の通行止めを行います。

なお、規制形態が日によって異なるため、通行にあたってはご注意ください。

また、吉舎ICの下り側オフランプの通行止めは、本線通行止め終了後も継続します。

記

●通行止め区間 ： 世羅IC～吉舎IC （上・下線別は下表のとおり）

●通行止め日時 ： 平成２９年１２月２５日（月） ２１時００分から

平成３０年１月７日（日） ６時まで

（詳細時間は下表のとおり）

●通行止め予定表

※なお、通行止めは現地の状況等により変更となる場合があります。変更になった場合、あらた

めてお知らせします。

国土交通省中国地方整備局 三次河川国道事務所

副所長 鎌田 裕介 （かまた ゆうすけ）

問い合せ先 道路管理課長 藤本 悟 （ふじもと さとる）

（広報担当）調査設計課長 砂堀 松男 （すなぼり まつお）

ＴＥＬ ０８２４－６３－４１２１（代）

6時～

１日

（月）

２７日

（水）

２８日

（木）

２９日

（金）

１月

6時
まで

５日

（金）

６日

（土）

７日

（日）

２日

（火）

３日

（水）

４日

（木）

３０日

21時
から

規制形態

上・下線通行止

下り線のみ
（６時～２１時）

通行止
下り線のみ

夜間（２１時～翌朝６時）
通行止

１２月

（土）

３１日

（日）（月）

２５日 ２６日

（火）



位 置 図

三刀屋木次IC

吉田掛合IC
雲南吉田IC

高野IC

口和IC

世羅IC

尾道北IC

甲奴IC

三良坂IC

三次東JCT・IC

吉舎IC

東城IC
庄原IC

三次IC

高田IC

千代田IC

千代田JCT

宍道JCT 宍道IC

松江玉造IC

東出雲IC

安来IC

斐川IC

出雲IC

尾道本線料金所

宍道JCT

米子西IC

尾道IC
三原久井IC

本郷IC河内IC
高屋JCT・IC

西条IC

志和IC広島東IC
福山西IC

松
江
自
動
車
道

尾
道
自
動
車
道

松江市

安来市

雲南市

出雲市

美郷町

大田市

奥出雲町

庄原市

三次市

安芸高田市

神石高原町

府中市

世羅町

三原市

尾道市

福山市

日南町

米子市

広島市

東広島市

314

432

432

314

432

183

183

183

54

184
375

375

375

432

314

432

432

2

9

375

飯南町

54

184

54

54

54

184

184

54

日本海

北広島町

邑南町

迂
回
路
（国
道
１
８
４
号
）

通行止め区間
世羅 Ｉ Ｃ～吉舎IC

（上・下線は日によって
異なります。）
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